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令和３年度 分野別基盤事業（予算）シート 

まちづくり大綱 ５ 安心づくり 

 

内容 

＜総務部＞ 

（１）防犯機器管理事務 （57,106千円（前年度 57,400千円））【２款１項１２目】 

① 防犯灯の維持管理 （うち 53,635千円） 

ア 防犯灯共架電柱等への識別プレートの設置 

イ 防犯灯電気使用料（既設、新設、燃料費調整額増分） 

ウ 防犯灯の木柱建て替え、緊急的な木柱撤去、移設、単価契約外修繕 

エ 防犯灯の修繕（単価契約） 

②防犯カメラの維持管理 （うち 3,471千円） 

ア 防犯カメラ電気代 

イ 防犯カメラ修繕 

 

 

＜健康福祉部＞ 

（１）中国残留邦人等の支援 （49,495千円（前年度 51,014千円）【３款１項１目】 

中国残留邦人等の置かれている特別な事情に鑑み、老後の生活を安定させるための支

援を行う。 

①中国残留邦人等への支援給付金及び配偶者支援金の支給 （うち 46,190千円） 

中国残留邦人等の世帯収入が生活保護基準に満たない場合に、支援給付金を支給す

る。また、中国残留邦人等の死亡後、永住帰国前から婚姻関係にあった配偶者に対して、

配偶者支援金を支給する。 

・生活支援給付金（扶助費） 

②中国残留邦人等支援・相談員の配置 （うち 567千円） 

生活支援に関する情報提供、相談・助言を行う中国残留邦人等支援・相談員を配置す

る。 

・中国残留邦人等支援・相談員（1人分） 

③地域生活支援事業の実施 （うち 2,738千円） 

地域社会での生活を支援するため、支援リーダーの配置、日本語教室、自立支援通訳

派遣等を行う。 

・日本語教育支援事業業務委託 2,128千円 

 

（２）福祉センター全般の管理 （187,443千円（前年度 164,268千円））【３款１項２目】 

総合福祉センター、福祉センター及び地域福祉センターを一元的に管理する。 

・総合福祉センター等指定管理 114,513千円 

・豊栄保健福祉センター空調設備工事 65,000千円（R2設計、R3工事） 

 

（３）高齢者施設全般の管理 （37,371千円（前年度 39,500千円））【３款１項４目】 

老人福祉センター、老人集会所及び安芸津地域福祉推進施設を一元的に管理する。 
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内容 

①老人集会所 （うち 27,441千円） 

・整備に係る地元団体への補助（集会施設整備、譲渡集会施設整備） 14,808千円 

・解体工事（直接施工） 12,100千円  

②安芸津地域福祉推進施設 （うち 9,813千円） 

安芸津地域福祉推進施設指定管理 8,813千円 

 

（４）重度心身障害者医療費等の支給 （572,077千円（前年度 543,307千円））【３款１項５目】 

①重度心身障害者医療費の一部助成 （うち 561,001千円） 

身体障害者手帳 1～3級又は療育手帳最重度～中度を所有する重度の障害者・児の内、 

所得制限を満たした者に、医療機関において保険診療を受ける際に助成する。 

・自己負担額は入院 1日 200円（月 14日）、通院 1日 200円（月 4日） 

【新】②精神障害者医療費の一部助成 （うち 11,076千円） 

精神障害者保健福祉手帳１級所持者（ただし、自立支援医療受給者【精神通院医療】） 

を対象に、精神疾病や身体合併症の寛解状態が継続するよう、医療費の一部を公費負担

することで受診（外来診療・訪問看護によるケア）を促し、自立した地域社会の一員と

して生活できる環境を整えることを目的とし助成する。 

・自己負担額は通院 1日 200円（月 4日）とし、入院は対象外 

・対象者見込みは 102名  ※広島県算出 

・支給対象医療費総額は 10,539千円と想定（県補助率 1/2） ※広島県算出 

 

（５）生活保護の適正実施 （43,564千円（前年度 41,729千円））【３款３項１目】 

①医療扶助の適正支給 （うち 9,666千円） 

ア レセプトを活用した医療扶助の適正化 

生活保護診療報酬明細書点検業務員を配置し、重複・頻回受診者の点検を行うと

もにジェネリック医薬品の利用を促す。 

・生活保護診療報酬明細書点検業務員（1人分） 2,626千円  

イ 健康管理支援事業の実施 

糖尿病重症化に伴う人工透析により増大する医療費を軽減するために、糖尿病が

重症化しつつある被保護者を対象に主治医と連携して保健指導を行う。 

・健康管理支援事業委託 7,040千円 （国補助率 3/4） 

②就労支援 （うち 5,476千円） 

就労可能と見込まれる被保護者に対して自立支援プログラム等への参加を促し、関係

機関と連携して就労を支援する。 

・被保護者就労支援事業委託 5,476千円（国庫補助率 3/4） 

③就労準備支援 （うち 8,203千円） 

就労に向けた準備が整っていない被保護者に対して基本的な生活習慣や社会的能力

の形成などを段階的に支援する。 

・被保護者就労準備支援事業委託 8,203千円（国庫補助率 3/4） 

④債権管理の強化 （うち 2,682千円） 

生活保護費収納員を配置し、廃止ケースを含めた滞納者に対する納付相談を行う。 

・生活保護費収納員（1人） 2,256千円 等 
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内容 

 

（６）生活保護給付 （2,040,311千円（前年度 2,026,287千円））【３款３項２目】 

①被保護者への扶助費の支給 （うち 2,038,716千円） 

困窮のため最低限度の生活を維持できない保護受給者に対して必要な扶助を行う。 

・生活保護費 2,038,716千円 

②就労自立給付金の支給 （うち 795千円） 

安定した就労により保護を必要としなくなった世帯に対して、保護脱却直後の不安定

な生活を支えるとともに、再度困窮に至ることを防止するために就労自立給付金を支給

する。 

・就労自立給付金 795千円 

③進学準備給付金の支給 （うち 800千円） 

生活保護世帯の子どもの自立を助長するため、大学等に進学する者に対して、進学の

際の新生活の立ち上げ費用として進学準備給付金を支給する。 

・進学準備給付金 800千円 

 

【新】（７）新型コロナウイルスワクチンの接種 （1,274,800千円（前年度 0千円））【４款１項２目】 

①接種体制の整備・確保 （うち 442,195千円） 

新型コロナウイルスワクチンの供給が可能になった際に、速やかに住民に対するワク

チン接種を行うことができるよう体制の整備・確保を行う。 

・コールセンターの運営 

・予診票の管理及び請求審査業務 

・接種会場の設営及び撤去など 

②ワクチン接種の実施 （うち 832,605千円） 

市民に対し、無料で１人当たり２回のワクチン接種を行う。 

 

 

＜こども未来部＞ 

（１）育成医療（障害者自立支援）に係る支援 （5,281千円（前年度 5,667千円））【３款１項５目】 

①育成医療費の支給 

身体に障害（肢体不自由、視覚障害など）があり、手術により障害の改善が認められ

る１８歳未満の児童への医療費の支給 

 

（２）保育サービス基盤等の充実 （21,663千円（前年度 20,967千円））【３款２項１目】 

【新】①保育所 AI入所選考システムの導入（うち 5,478千円） 

AIによる保育所入所選考システムの導入 

②保育所等入所事務 

保育所等の入所決定、入所者管理、解除等 

③保育料収納事務 

保育所保育料の賦課決定、督促、収納管理、滞納整理等 
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内容 

（３）子育て世帯への経済的支援 （3,345,711千円（前年度 3,376,287千円））【３款２項２目】 

①児童手当の支給 

ア 対象者 

０歳から中学校修了前（１５歳到達後最初の年度末）までの児童を養育している父

母等 

イ 支給額 

（ｱ）一般受給者 

０歳～３歳未満        月額 15,000円 

３歳以上小学校修了前     月額 10,000円（第３子以降は 15,000円） 

中学生            月額 10,000円 

        ※所得制限限度額以上の受給者は、特例給付として月額一律 5,000円を支給 

（ｲ）里親・施設等受給者 

０歳～３歳未満       月額 15,000円 

３歳以上小学校修了前     月額 10,000円 

中学生            月額 10,000円 

         ※里親・施設等は、２か月を超える委託・入所の場合に対象 

ウ 支給月 

    ６月、１０月、２月に、支払月の前４か月分を支給 

 

（４）ひとり親家庭等への経済的支援 （673,456千円（前年度 690,821千円））【３款２項２目】 

①児童扶養手当の支給（うち 603,395千円） 

ア 対象者 

１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある児童（障害児の場合は２

０歳未満）を監護する父母等 

イ 支給額  

（ｱ）児童が１人の場合 

全額支給：月額 42,910円 

   一部支給：月額 42,900円～10,120円 

（ｲ）児童が２人の場合 

   全額支給：月額 53,050円（月額「ア」に 10,140円加算） 

   一部支給：月額 53,030円～15,190円 

         （月額「ア」に所得に応じて月額 10,130円～5,070円加算） 

（ｳ）児童が３人目以降の場合 

    全部支給：３人目以降の児童 1人につき、月額「イ」に 6,080円を加算 

   一部支給：３人目以降の児童 1 人につき、月額「イ」に所得に応じて 6,070

円～3,040円加算       

ウ 支給月 

５月、７月、９月、１１月、１月、３月（年６回）        

②ひとり親家庭等医療費の支給（うち 70,061千円） 

１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの児童を扶養しているひとり親家庭

の母又は父、及びその児童等で所得税非課税世帯の人への医療費の支給 
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内容 

 

（５）公立保育所等の管理及び運営 （1,063,102千円（前年度 1,065,596千円））【３款２項３目】 

①公立保育所等の運営 

公立保育所等に必要な消耗品、備品、給食賄材料の購入等 

②公立保育所等の管理 

公立保育所等の施設や設備を維持管理するための業務委託等 

 

（６）私立保育所等への給付 （4,174,203千円（前年度 4,057,174千円））【３款２項３目】 

①私立保育所への委託（うち 2,088,559千円） 

保育所の入所児童数に応じた委託料の支弁 

②私立認定こども園等への給付（うち 2,002,322千円） 

認定こども園等の入所児童数に応じた給付費の給付 

③無償化対象者への施設等利用費給付（うち 83,322千円） 

認可外保育施設等を利用する無償化対象者に対する施設等利用費の給付 

 

（７）放課後児童クラブの管理及び運営 （579,173千円（前年度 502,753千円））【３款２項３目】 

①いきいきこどもクラブの運営 

いきいきこどもクラブの運営に必要な消耗品、備品の購入、施設や設備を維持管理す

るための業務委託等 

クラブ数７３（公設５９、民間１４予定） 

定員３,４０６（公設２,８９４、民間５１２） 

 

（８）乳幼児等予防接種の推進 （432,220千円（前年度 389,811千円））【４款１項２目】 

①定期予防接種の実施 

予防接種法に基づく予防接種を医療機関で実施 

【定期予防接種の種類】 

ヒブ、小児用肺炎球菌、４種混合、Ｂ型肝炎、ポリオ（不活化）、ＢＣＧ、 

麻疹・風疹、水痘、日本脳炎、２種混合、ヒトパピローマウイルス感染症、 

ロタウイルス 

 

（９）未熟児養育に係る支援 （19,362千円（前年度 19,351千円））【４款１項３目】 

①養育医療費の支給 

医師が入院等養育を必要と認めた未熟児への医療費の支給 

 

 

＜建設部＞ 

（１）農業用施設災害の復旧 （1,352,205千円（前年度 4,938,828千円））【１１款１項１目】 

異常な天然現象（大雨等）により被災した、農地及び農業用施設（用水路等）を復旧す 

る。 

①災害復旧工事 （うち 1,157,500千円） 

農地・農業用施設災害復旧工事を行う。 
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内容 

②災害復旧に係る業務委託 （うち 184,500千円） 

測量設計業務など災害復旧に係る業務委託を行う。 

③その他事務 （うち 10,205千円） 

 

（２）林業用施設災害の復旧 （129,881千円（前年度 455,462千円））【１１款１項１目】 

異常な天然現象（大雨等）により被災した、林業用施設（林道等）を復旧する。 

①災害復旧工事 （うち 117,360千円） 

林業用施設災害復旧工事を行う。 

②災害復旧に係る業務委託 （うち 3,800千円） 

測量設計業務など災害復旧に係る業務委託を行う。 

③その他事務 （うち 8,721千円） 

 

（３）土木施設災害の復旧 （1,072,847千円（前年度 5,399,467千円））【１１款１項２目】 

異常な天然現象（大雨等）により被災した、公共土木施設（道路、河川等）を復旧する。 

①災害復旧工事 （うち 717,500千円） 

土木施設災害復旧工事を行う。 

②災害復旧に係る業務委託 （うち 239,300千円） 

査定設計書作成業務など災害復旧に係る業務委託を行う。 

③その他事務 （うち 116,047千円） 

 

 

＜消防局＞ 

（１）消防総務事務 （42,021千円（前年度 36,487千円））【９款１項１目】 

①消防職員の被服等貸与品の購入 （うち 32,139千円） 

ア 活動服、制服、防火衣、墜落制止用器具等 

②職員の衛生管理等に係る事務 （うち 6,073千円） 

ア 健康診断（年 2回）の実施 

イ 産業医によるメンタルヘルスの面接相談等（年間 22回）の実施 

③その他の事務 （うち 3,809千円） 

ア 消防に関する事務（消防長会に係る事務負担金、消防協力者表彰、災害用非常食の購

入等） 

 

（２）警防事務 （1,722千円（前年度 2,195千円））【９款１項１目】 

各種訓練を行うことにより、消防対応能力の向上を目指すもの。 

①緊急消防援助隊の訓練参加及び消防・救助技術の向上のための訓練への参加 （うち 752

千円） 

②各種訓練の企画及び資機材等の維持管理 （うち 970千円） 

   

（３）消防通信業務の安定運用 （48,651千円（前年度 52,214千円））【９款１項１目】 

①消防通信業務の安定運用 （うち 48,651千円） 

市民からの 119番を受信し、迅速で確実な指令業務を行う。 
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内容 

ア 指令業務に係る事務 

イ 指令システム、無線機器類等整備及び維持管理 

 

（４）消防署活動 （41,090千円（前年度 37,173千円））【９款１項１目】 

①消防・救急・救助活動で使用する消耗品等の整備及び訓練の実施（うち 41,090千円） 

ア 活動で使用する消耗品等の整備及び訓練の実施 

(ｱ)東広島消防署 １署 5分署 

(ｲ)竹原消防署 １署１分署 

(ｳ)大崎上島消防署 １署 

 

（５）消防団員の報酬等 （138,837千円（前年度 133,259千円））【９款１項２目】 

退職者の階級等の状況により退職報償金が増額となるもの。 

①報酬等の支給 （うち 137,396千円） 

災害活動に伴う出動、訓練手当、団員報酬等の支給及び退職報償金を支払う。 

②教育研修等の推進 （うち 1,441千円） 

知識、技術等の向上を図るための教育研修、資格取得等を推進する。 

※消防団活動事業から分離したもの。 

 

（６）警防施設の維持管理 （3,412千円（前年度 2,541千円））【９款１項３目】 

消防水利施設、非常用の車両及び資機材等の維持管理を行い、消防力の維持を図る。 

①消防水利施設の維持管理 （うち 1,500千円） 

②非常用の車両及び資機材等の維持管理 （うち 1,912千円） 

※水利事業から分離、消防署施設管理事業の一部を統合したもの。 

 

（７）消防団施設等の維持管理 （17,797千円（前年度 12,875千円））【９款１項３目】 

45分団（再編後 36分団、いずれも女性分団を除く。）の消防ポンプ格納庫（86か所（う

ち統合格納庫 26か所））車両（72台）等の維持管理を行う。 

再編に伴う名称変更等により格納庫、車両の修繕が増額となるもの。 

①格納庫の維持管理 （うち 6,290千円） 

災害拠点施設としての機能を維持するため、保全・修繕の実施 

②車両の点検等維持管理 （うち 11,507千円） 

消防団車両を維持するため、車検等の点検、修繕の実施 

  ※消防団施設等整備管理事業を分離したもの。 

 

（８）消防局施設等の維持管理 （22,608千円（前年度 23,172千円））【９款１項３目】 

消防局施設等（１施設 6台）の維持管理を行う。 

①光熱水費 （うち 11,203千円） 

②車両の点検等維持管理 （うち 1,909千円） 

③清掃管理業務等の庁舎維持管理 （うち 7,479千円） 

④庁舎維持管理に係る修繕等 （うち 2,017千円） 
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内容 

（９）消防署施設等の維持管理 （75,636千円（前年度 77,349千円））【９款１項３目】 

消防署施設等（3署 6分署 60台）の維持管理を行う。 

①消防署施設等の維持管理 （うち 75,636千円） 

ア 消防署施設及び配置する車両・備品の維持管理 

(ｱ)東広島消防署  １署 5分署 40台 

(ｲ)竹原消防署    １署 1分署 12台 

(ｳ)大崎上島消防署 １署 8台 
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